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○佐野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

平成17年９月26日規則第226号 

改正 

平成19年３月30日規則第30号 

平成21年11月４日規則第53号 

令和４年12月26日規則第55号 

令和５年３月31日規則第21号 

令和８年３月24日規則第８号 

佐野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、佐野市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年佐野

市条例第237号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公募の公表） 

第２条 条例第２条の規定による公募の公表は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。 

(１) 佐野市公告式条例（平成17年佐野市条例第３号）第２条第２項に定める掲示場に掲示して行

う方法 

(２) 市の広報紙及びホームページに掲載して行う方法 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法 

（指定の申請） 

第３条 条例第３条の規定による申請は、指定管理者指定申請書により行うものとする。 

２ 前項の申請にあっては、指定管理者の指定を受けようとする団体は、条例第２条の２各号に該当

しない旨の申立てとして、指定管理者指定申請に係る申立書により、当該申立ての内容を証する書

類を添えて市長に提出しなければならない。 

（役員等の範囲） 

第３条の２ 条例第２条の２第１号に規定する代表者等の役員、顧問その他の職は、次に掲げる者が

占める職をいう。 

(１) 無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらと同等程度の執行力と責任を当該

団体に対して有する者、支配人及び清算人 

(２) 顧問、相談役その他これらに相当する地位にある者 

（選定結果の通知） 

第４条 条例第５条の規定による通知は、指定管理者の候補者選定通知書又は指定管理者の候補者不

選定通知書により行うものとする。 

（指定等の通知） 

第５条 条例第８条第２項の規定による通知は、指定管理者指定通知書により行うものとする。 

２ 市長等は、指定管理者の候補者に選定した団体を指定管理者に指定しないときは、指定管理者不

指定通知書によりその旨を通知するものとする。 

（変更事項の届出） 
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第６条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は事業所の所在地に変更があったときは、速やか

に、指定管理者変更事項届出書により市長に届け出なければならない。 

（指定の取消し等の通知） 

第７条 条例第13条第２項の規定により準用する条例第８条第２項の規定による通知は、指定管理者

指定取消通知書（別記様式第１号）又は指定管理者業務停止命令通知書（別記様式第２号）により

行うものとする。 

（選定委員会の組織等） 

第８条 条例第４条の２第３項第２号の市の職員は、副市長、行政経営部長及び総合政策部長とする。 

２ 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は行政経営部長をもって

充てる。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（選定委員会の会議等） 

第９条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 選定委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

４ 選定委員会は、必要があると認めるときは、選定委員会の会議に委員以外の者の出席を求めて、

その意見又は説明を聴くことができる。 

５ 委員は、指定管理者の指定を受けようとする団体又は指定管理者と直接の利害関係を有する案件

については、選定委員会の会議の議事に加わることができない。 

６ 選定委員会の庶務は、行政経営部行政経営課において処理する。 

７ 前各項に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮っ

て定める。 

（書類の様式） 

第10条 第７条に定めるもののほか、この規則の規定により必要とする書類の様式は、市長が別に定

める。 

（その他） 

第11条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日規則第30号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年11月４日規則第53号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年12月26日規則第55号） 
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この規則は、令和５年１月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日規則第21号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月24日規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（佐野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等の支給に関する規則の一部改正） 

２ 佐野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等の支給に関する規則（平成17年佐野市

規則第49号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

別記様式第１号（第７条関係） 
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別記様式第２号（第７条関係） 

 


